
第一種特定製品 簡易点検票

設置場所・部屋名

製造番号

点検項目

① 機器の底部または周辺からの異音、
　 異常振動

② 機器の底部または周辺の油のにじみ

③ 設定温度を室温以下にした際の機器の
　 表示温度または冷えの確認

機器型式

冷媒種類・封入量冷凍機出力（kW）

会社・機関名

フロン類を使用した製品は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」に規定する第一種特定製品に該当しており、簡易点検の実施が義務
づけられています。
３か月に１回以上、次の簡易点検要領に従って点検を実施してください。簡易点検の結果は、記録して機器を廃棄した後も 3 年間保存してください。
点検は安全に実施できる範囲で行い、不具合が確認された場合は、販売店または当社事業所までご連絡ください。

簡易点検要領
点検日（年月日）

点検実施者氏名

異常なし ○　要修理×

書式番号：QTS-23IC261

結果「×」の時は、修理または調整が必要です。販売店または当社事業所までご連絡ください。

事業所 札幌 011-728-1311・仙台 022-390-5375・つくば 029-830-5166・神奈川 046-220-5371・名古屋 0561-61-0250・大阪 06-6305-3333・福岡 092-948-1712本 社 東京都練馬区田柄 3-14-17 03-5987-3111


